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挨拶と会話で心を繋ぎ明るく楽しい町づくり！

毎月第２日曜日は「ちょっと一掃き」の日です

　　心より歓迎申し上げます

【　歓　迎・新入会員　】

酒井　千里　様 (5区）9月30日

片山　雅一　様 (3区）10月23日

第620号

携帯・スマホ

ホームページ 　粟田町内会 　で検索

会員世帯数 1303 世帯　会員数 3149 名 (12月１日現在)

ご 案 内 と お 知 ら せ

粟田だより

提出期限

2025年1月5日（日）

中学校卒業・小学校入学祝い該当者の申請について

粟田町内会では2025年3月に中学校を卒業される方と4月に小学校へ入学される

方に、ささやかではございますがお祝いの品をお贈りしたいと考えています。つきまして

は、該当される方がおられましたら、回覧に添付してあります申請書に記入の上、各区

の理事にお届けください。

例え該当者であっても、期日までに申

請書の提出が無い場合は

ご辞退されたものと判断しますので

ご了承ください。

【総務部】

夢と希望を胸に成人の日を迎えられ、輝かしい将来の出発点として決意を新たに

されていることとお喜び申し上げます。

粟田町内会には、１８歳男性5名、女性12名、計１7名の申請がありました。成人の日

にあたり、ささやかではございますが記念品を添えてお祝い申し上げます。

先日、回覧した申請書をもとに

1月中に各区の理事が記念品をお届けに伺います。

日時 ： 令和7年1月13日（月・祝）

会場 ： 横須賀市文化会館

令和6年度は3回に分けて行ます。

案内状をご確認下さい。

令和６年度 二十歳のつどい

成人になられた皆様へ！

会員の皆さま、新年をつつがなくお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年は町内のイベントもコロナ前の状態で開催でき,大勢の老若男女の参加者の賑わいで活発なコミュニケーションを実現できました。参加

者の皆さんの絆は一層強く結ばれたことと確信しております。

一方、元旦早々の能登半島地震で改めて日本は地震国であると認識するとともに、「半島」という地理的条件ゆえの復旧活動の困難さを目

の当たりにして、似た状況の三浦半島に住む我々も他人ごとではないと食料や飲料水の備蓄など地震対策の重要性を認識するとともに、共助

のもとになる隣近所のきずなの大切さを痛感した年になりました。

また、町内会では高齢者を対象にした悪質な訪問販売や点検商法、詐欺電話を防ぐための取り組みを強化しています。皆さんも被害防止の

ために一人で判断せず、周りの人に相談するなど気をつけましょう。

明るく・安全・安心な町、「粟田に住んで良かった」と皆さんが感じることができる町作りには皆さんの心と心のつながりを作り上げるコ

ミュニケーションが何より大切です。相手の立場になって考える思いやりがその基盤だと思います。皆さんが地域・町内・団体や同好会など

の活動に参加して社会と関わりを持ちつづけることが充実した生活の源泉となります。

今年も皆さんのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げますと共に町内会活動にご協力を宜しくお願いいたします。

２０２５（令和７） 年 元旦 町内会長 森田 浩三

新年あけましておめでとうございます

新年のご挨拶

資源回収

12月30日(月)
1月の資源回収はありません お間違えないように

年末・年始 ごみ収集日程表

今年度の年末年始のごみ収集日は、12月27日(金)までは

通常通り、12月3０日(月)が最終日となります。ゴミ出しの

ルールを守り、計画的にごみをお出しください。

なお、年始は1月6日(月)から通常通り収集します。

12月27日

金曜日

ごみ収集

なし
プラスチック

資源
燃せるごみ

ごみ収集

なし

12月28日

土曜日

12月29日

日曜日

12月31日

～

1月5日まで

12月30日

月曜日

燃せるごみ

※収集品目以外のものを出されますと収集できませんのでご注意く

ださい。

【粗大ごみの申込】

横須賀市ＬＩＮＥ公式アカウント、インターネットからは24時間申

し込み可能

電話申込（8：30～16：00、休み12/28㊏～1/5㊐）046-823-0868



　

◆総務部 ◆粟田こども交通安全の会

1 成人祝賀申請者の集計・会計報告、記念品を各理事に配付 1

2 ◆民生委員

3 各部2024年度事業報告と2025年度事業計画(案)の作成依頼 1 来年3月に75歳以上の一人暮らしにお菓子の配付

◆管理部 2 来年12月に民生委員、再来年4月に福祉推進委員の改編　候補者募集

1 11月末時点での町内会世帯数1,303世帯　会員数3,149人 ◆企画推進

2 町内会館大掃除12月21日(土)9：30～11：30　実施予定　 「広報よこすか」12/22(日)配付予定

◆厚生部 ◆会計

1 12月の資源回収の結果、回収重量6,806kg，奨励金27,200円 1 2025年度各部予算要求書作成、提出依頼　期限　1/19(日)

2 年末年始のごみ収集日は表面に記載、12/31～1/5迄は収集なし 2 2025/1/27(月)予算会議開催予定

3 1月の資源回収は1/9ではなく12/30となっております ◆副会長

◆防犯交通部 1

1 2

2 マイナンバーカードと健康保険証の一本化に伴う注意 ◆会長

3 年末防犯パトロールの参加要請 1

2 町内会所有の山地は土砂災害特別警戒区域の危険地域指定である

◆防災部

1 粟田小学校震災時避難所運営訓練の実施報告 3 粟田小6年生25名町内の公園、道路の清掃体験希望12/16(月)

2 消防団18分団主催意見交換会参加報告（11/30） 4 粟田小2、3年生町内会館を訪問（生活、総合学習の一環）

◆福祉連絡担当 5 文化祭の慰労、大掃除のご苦労様会を兼ねて懇親会を実施予定

◆婦人部

12/13(金)定例会を実施

　→12/17(火)15:00～16:00（14:50町内会館前公園集合）

横須賀土木事務所が調査を開始

詐欺まがいの事案が増えていることについての注意喚起

国際電話不取扱受付センターについて 次年度役員選出にあたっての「役員選考委員会」の立ち上げについて

　　第９回定例役員会　　報告　　　　12月15日（日）開催　　　　　　　開催構成員30名　監事2名　関連団体出席者4名　合計36名

2025年中学校卒業祝い、小学校入学祝いの申請書配付、説明

粟田小学校の冬休みは12/26(木)～1/6(月)まで

「町内会役員の世代交代推進」に関する専門委員会報告

入会　4世帯、訃報　4名

令和6年度『震災時避難所運営訓練』実施報告

11月1日から神奈川県全域で利用出来るようになりました。

＃7119、045-232-7119、045-523-7119（看護師や相談員が365日24時間対

応）

急な病気やケガをしたときに「救急車を呼んだ方がいいのか？」「今すぐ病院に

行った方が良いのか？」などで迷った際に、電話でアドバイスを受けることが出来

ます（医療行為ではありません）。緊急時には迷わず119番へ連絡しましょう。

サービス内容

①救急電話相談

看護師が傷病者の状況を聞き取り、「緊急性のある症状なのか」や「すぐに病院を

受診する必要性があるか」等を判断します。

相談内容から緊急性が高いと判断した場合には、救急車の要請を、緊急性が高くな

いと判断した場合には、受診のタイミングをアドバイスします。

②医療機関案内

相談員が、現在受診可能な医療機関をご案内いたします。

去る11月24日（日）午前10時から、粟田小学校体育館に於いて粟田学区の

令和6年度「震災時避難所運営訓練」が実施されました。

当日は全体で182名の参加があり、粟田町内会より森田会長はじめ58名の参加を頂

き有意義な訓練が行われました。

「震災時避難所運営訓練」は、日頃町内会で実施している「防災訓練」とは異なり、

震災で自宅が損壊して住めない方などが避難し共同生活をする場所です。

今回は避難生活に必要な段ボールベッドの組立、プライバシーを守る室内テント組

立、簡易トイレの使い方などの指導を横須賀市危機管理課の担当者に指導して頂き

ました。

避難所では避難者同志で助け合い、食料の配布や物資の配布なども避難者が役割を

決めて運営していくことになります。

今回は運営委員の演技に終わりましたが、今後は皆さんに役割を決めて体験して頂

く方法も検討中です。来年度は「炊き出し訓練」も行う予定ですので是非ご参加く

ださい。

粟田小学校震災時避難所運営委員会

かながわ救急相談センター運用開始

ちびママ広場

12月はクリスマスの飾り付けをして遊びました。

来年1月はお休み 2月は折り紙でお雛様 を作ります♪

[1] 専門委員会発足と検討経過

粟田町内会は発足して既に53年が経過しました。現在の町内の高齢化率は43%台と高齢化傾向にあるとはいえ、最近は新築家屋の建設が極めて多く、若い世代の方々が転入し世代交代が徐々に

進んできていることが感じられます。

町内会は、これまで長らく社会の第一線で活躍してきた方が定年退職後役員に就任し運営されてれてきました。その結果、極めて良好な町内会運営が長期に渡り継続し、横須賀市内では極めて

高い評価を得た組織運営の実績を残してきました。しかしその反面、世代交代が滞り次期役員が育ちにくい結果をもたらした事もこれまた今日の現状です。

現在では会員の皆さんの就労年齢が高くなり、ほとんどの方が仕事をしながら町内会の役員を引き受け、その両立に日々苦労を重ねています。

特に会長職の場合、町内会内部業務に加えて、外部諸団体の役職を複数委託されその会合が平日や夜間に集中しているため、「自分の仕事」との調整が難しく、後任者の選出に苦慮しています。

現在の会長は、2期6年の任期満了となるも2年連続で後任者選出が適わず、規約で「後任者が就任するまではその任務をおこなう」を適用した状態が継続しています。

◎この現状を打破するため、本年5月の総会で、仕事をしていても町内会役員を引き受けられる仕組みを考えるための「専門委員会」の立ち上げが承認され、8月から今月12月迄4回の委員会で検

討を重ねた結果下記の内容を取りまとめました。

[2] 主要改善策概要

◎会長業務の軽減策

※業務代行委嘱に伴い内規新設 ⇨ 外部業務・内部業務の一部を代行者に委嘱する事が出来る。

外部業務とは・・・地域諸団体の役員就任、小中学校の教育機関への出席参加業務

内部業務とは・・・会員からの「要請・意見」等のへの聞き取り対応業務

<新設内規・抜粋.1> 業務代行者の選考基準

①粟田町内の役員を2年以上の経験を有する者

②粟田町内会以外の団体等で組織運営を経験しそれに精通する者

<新設内規・抜粋.2> 業務代行者の委嘱

①業務代行は、上記選考基準を満たし者に委嘱するものとし、代行者が選考基準の②の場合は、町

内会規約施行細則第８条に定める「顧問」とする。

②外部業務代行に際し、相手側には業務代行者の呼称は「町内会代表」とする。

◎役員の任期※規約改正

会長・監事・副会長・会計・特命理事・防災部長は1期2年とする。

連続3期(6年間)迄の再任は妨げない。(婦人部特命理事は現行通り1年)

◎役員の選出方法※役員選考委員会内規改正

・会長の選出 後任候補者がいない場合は、副会長・会計・特命理事の中から候補者を推薦する。

・5専門部の特命理事の選出(総務・管理・文化・厚生・防犯交通)

各部内の合議で候補者を推薦し、役員選考委員会で選出する。

[3]最終検討内容の今後の取り扱いについて

本検討内容は、規程類(規約・規約施行細則・関係内規)としての変更が必要となります。

依って、規約施行細則、関係内規の改正・新設の場合は、規程としての体裁を整えた

うえで来年2月の役員会に諮ります。

規約の改正の場合は、同じく2月の役員会に提案し承認を経て5月の総会に諮ります。

「町内会役員の世代交代推進」に関する専門委員会 <最終報告>


